
  

２ ０ ２ ３ 年 ２ 月 １ ６ 日 

東北電力ネットワーク株式会社 

 

経済産業省からの追加報告徴収の受領について 
 

当社は、２月１０日、経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部  

より、同省が保有する再エネ業務管理システム※のＩＤおよびパスワード等の管理に係る

報告徴収を受領しておりました。 

（２０２３年２月１０日お知らせ済み） 

 

これを受け、当社は社内調査を進めておりましたが、これまでの調査において、当社に

配布されたＩＤおよびパスワードを使用し、東北電力株式会社の従業員が再エネ業務管理

システムを利用していたことが判明したことから、本日、経済産業省 資源エネルギー庁 

省エネルギー・新エネルギー部より追加の報告徴収（報告期限：２月２４日）を受領いた

しました。 

当社の管理するＩＤおよびパスワードが使用された経緯等については、現在確認中です。 

 

当社といたしましては、本事案について重く受け止め、今回受領した追加の報告徴収の

内容も踏まえ、適切に対応してまいります。 

 

以 上 

 

※ 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（再エネ特措法）」に   

おける、再生可能エネルギー発電設備の事業計画認定の申請状況等を管理する資源 

エネルギー庁のシステム。一般送配電事業者向けには、専用ログイン画面が設けられ

ており、設備や申請内容の検索や情報の閲覧ができる。 

 

お 知 ら せ 


